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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線受信機において、受信直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号の複数のリソース要素
についてセル間干渉レベルを推定する方法であって、
　前記受信ＯＦＤＭ信号内の複数のリファレンス・シンボルのそれぞれについてリファレ
ンス・シンボル干渉レベルを測定する工程と、
　干渉信号の構造の事前情報に基づいて、対応するリソース要素が干渉ＯＦＤＭ信号から
の干渉にさらされる確率をそれぞれが反映している複数の干渉倍率を前記受信ＯＦＤＭ信
号の複数のリソース要素のそれぞれに対応付ける工程と、
　前記測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルと前記複数の干渉倍率との関数とし
て前記複数のリソース要素のそれぞれについて干渉レベルを推定する工程と
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数のリソース要素のそれぞれについて干渉レベルを推定する工程は、
　　近接して位置するリソース要素の範囲についてのリファレンス干渉レベルを、前記範
囲内の２つ以上のリファレンス・シンボルについて測定されたリファレンス・シンボル干
渉レベルに基づいて計算する工程と、
　　前記範囲内の少なくとも１つのリソース要素についての干渉レベルを、該リソース要
素に対応する干渉倍率で前記リファレンス干渉レベルを乗算することによって推定する工
程と
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を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける工程は、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号内のリファレンス・シンボルについて取りうる位置に対応する
前記受信ＯＦＤＭ信号内の位置にあるリソース要素に第１倍率値を割り当てる工程と、
　　残りのリソース要素に１つ以上の異なる倍率値を割り当てる工程と
を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける工程は、前記干渉ＯＦＤＭ
信号内の制御チャネル・シンボルについて取りうる位置に対応する前記受信ＯＦＤＭ信号
内の位置にあるリソース要素に第２倍率値を割り当てる工程を有することを特徴とする請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける工程は、前記干渉ＯＦＤＭ
信号に対応する利用率の関数として前記複数の干渉倍率のうちの１つ以上を計算する工程
を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける工程は、
　　前記受信ＯＦＤＭ信号と前記干渉ＯＦＤＭ信号との間の時間オフセットと、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号に対応するセル識別子と、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号について推定された信号強度と
のうちの１つ以上に基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける工程は、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号に対応するセル識別子と、前記受信ＯＦＤＭ信号と前記干渉Ｏ
ＦＤＭ信号との間の時間オフセットとのうちの一方又は両方に基づいて、前記干渉ＯＦＤ
Ｍ信号のリファレンス・シンボルからの干渉にさらされる可能性が高い位置を決定する工
程と、
　　前記可能性が高い位置に対応する前記受信ＯＦＤＭ信号内の位置にあるリソース要素
に第１倍率値を割り当てる工程と、
　　残りのリソース要素に１つ以上の異なる倍率値を割り当てる工程と
を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける工程は、少なくとも第１リ
ソース要素について、
　　前記第１リソース要素について以前に復号されたデータを前記受信ＯＦＤＭ信号の対
応するサンプルと比較することによって、前記第１リソース要素について瞬時干渉レベル
推定値を取得する工程と、
　　前記瞬時干渉レベル推定値に基づいて前記第１リソース要素について第１倍率を計算
する工程と
を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記瞬時干渉レベル推定値に基づいて前記第１リソース要素について第１倍率を計算す
る工程は、先行するＯＦＤＭサブフレームから取得された前記第１リソース要素について
の少なくとも１つの干渉レベル推定値で前記瞬時干渉レベル推定値を平均化する工程を有
することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記瞬時干渉レベル推定値に基づいて前記第１リソース要素について第１倍率を計算す
る工程は、干渉に対して同様の影響を受けると考えられるその他のリソース要素に対応す
る１つ以上の付加的な干渉レベル推定値で前記瞬時干渉レベル推定値を平均化する工程を
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有することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記瞬時干渉レベル推定値に基づいて前記第１リソース要素について第１倍率を計算す
る工程は、
　　前記第１リソース要素を含む近接して位置するリソース要素の範囲についてのリファ
レンス干渉レベルを、前記範囲内の２つ以上のリファレンス・シンボルについて測定され
たリファレンス・シンボル干渉レベルに基づいて計算する工程と、
　　前記瞬時干渉レベル推定値を前記リファレンス干渉レベルで除算することによって第
１相対干渉比を決定する工程と、
　　干渉に対して同様の影響を受けると考えられるその他のリソース要素に対応する１つ
以上の付加的な相対干渉比で前記第１相対干渉比を平均化することによって前記第１倍率
を計算する工程と
を有することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を受信する無線受信機であって、
　　前記受信ＯＦＤＭ信号内の複数のリファレンス・シンボルのそれぞれについてリファ
レンス・シンボル干渉レベルを測定し、
　　干渉信号の構造の事前情報に基づいて、対応するリソース要素が干渉ＯＦＤＭ信号か
らの干渉にさらされる確率をそれぞれが反映している複数の干渉倍率を前記受信ＯＦＤＭ
信号の複数のリソース要素のそれぞれに対応付け、
　　前記測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルと前記複数の干渉倍率との関数と
して前記複数のリソース要素のそれぞれについて干渉レベルを推定する
ように構成された１つ以上の処理回路を備えることを特徴とする無線受信機。
【請求項１３】
　前記１つ以上の処理回路は、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号内のリファレンス・シンボルについて取りうる位置に対応する
前記受信ＯＦＤＭ信号内の位置にあるリソース要素に第１倍率値を割り当て、
　　残りのリソース要素に１つ以上の異なる倍率値を割り当てる
ことによって、前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付けるように構成さ
れることを特徴とする請求項１２に記載の無線受信機。
【請求項１４】
　前記１つ以上の処理回路は、前記干渉ＯＦＤＭ信号に対応する利用率の関数として前記
複数の干渉倍率のうちの１つ以上を計算することによって、前記複数の干渉倍率を前記複
数のリソース要素に対応付けるように構成されることを特徴とする請求項１２に記載の無
線受信機。
【請求項１５】
　前記１つ以上の処理回路は、
　　前記受信ＯＦＤＭ信号と前記干渉ＯＦＤＭ信号との間の時間オフセットと、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号に対応するセル識別子と、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号について推定された信号強度と
のうちの１つ以上に基づいて前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付ける
ように構成されることを特徴とする請求項１２に記載の無線受信機。
【請求項１６】
　前記１つ以上の処理回路は、
　　前記干渉ＯＦＤＭ信号に対応するセル識別子と、前記受信ＯＦＤＭ信号と前記干渉Ｏ
ＦＤＭ信号との間の時間オフセットとのうちの一方又は両方に基づいて、前記干渉ＯＦＤ
Ｍ信号のリファレンス・シンボルからの干渉にさらされる可能性が高い位置を決定し、
　　前記可能性が高い位置に対応する前記受信ＯＦＤＭ信号内の位置にあるリソース要素
に第１倍率値を割り当て、
　　残りのリソース要素に１つ以上の異なる倍率値を割り当てる
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ことによって、前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付けるように構成さ
れることを特徴とする請求項１２に記載の無線受信機。
【請求項１７】
　前記１つ以上の処理回路は、少なくとも第１リソース要素について、
　　前記第１リソース要素について以前に復号されたデータを前記受信ＯＦＤＭ信号の対
応するサンプルと比較することによって、前記第１リソース要素について瞬時干渉レベル
推定値を取得し、
　　前記瞬時干渉レベル推定値に基づいて前記第１リソース要素について第１倍率を計算
する
ことによって、前記複数の干渉倍率を前記複数のリソース要素に対応付けるように構成さ
れることを特徴とする請求項１２に記載の無線受信機。
【請求項１８】
　直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を受信する移動体端末であって、
　　前記受信ＯＦＤＭ信号内の複数のリファレンス・シンボルのそれぞれについてリファ
レンス・シンボル干渉レベルを測定し、
　　干渉信号の構造の事前情報に基づいて、対応するリソース要素が干渉ＯＦＤＭ信号か
らの干渉にさらされる確率をそれぞれが反映している複数の干渉倍率を前記受信ＯＦＤＭ
信号の複数のリソース要素のそれぞれに対応付け、
　　前記測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルと前記複数の干渉倍率との関数と
して前記複数のリソース要素のそれぞれについて干渉レベルを推定する
ように構成された１つ以上の処理回路を備えることを特徴とする移動体端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線通信システムに関し、特に受信された直交周波数分割多重（ＯＦＤ
Ｍ）信号のリソース要素についてのセル間干渉レベルを推定する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロングタームエボリューションまたはＬＴＥとして知られる進歩した無線アクセス技術
を用いる無線通信システムは、現在のところ第３世代パートナシップ・プロジェクト（３
ＧＰＰ）のメンバーにより開発中である。下りリンク送信（基地局から移動体端末へ）に
ついて、３ＧＰＰは直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）技術の使用の仕様を定めてきた。Ｌ
ＴＥのようなＯＦＤＭシステムでは、同時に送信される複数のシンボルが概して互いに直
交するように信号が構造化される。当業者によく知られているように、これは主に２つの
方法で達成される。第１に、ＯＦＤＭ信号の複数のサブキャリアが送信機によって構築さ
れ、これらはＯＦＤＭシンボル間隔上で相互に直交する。第２に、送信チャネルの予想さ
れる遅延スプレッドを上回る期間を有するいわゆるサイクリック・プレフィックスが各Ｏ
ＦＤＭシンボルの先頭に挿入される。変調の際に、サイクリック・プレフィックスが破棄
され、それによって時間のばらつきにより引き起こされるシンボル間干渉を回避し、また
は少なくとも軽減する。
【０００３】
　ＬＴＥのＯＦＤＭ信号の各シンボルはユーザデータまたは制御チャネル・データを搬送
する情報シンボルもしくはリファレンスすなわち「パイロット」シンボルであり、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、または６４ＱＡＭの変調方式を用いて変調される。よって、受信される
と、各シンボルは２つ、４つ、または６つの「ソフト」ビットへ復調される。典型的に、
各ソフトビットの値は、送信ビットが１の値を有していた確率と、当初の送信ビットが０
の値を有していた確率との間の対数尤度比に対応する。この尤度は通常、このシンボルに
ついて推定された信号対雑音比を用いて計算される。
【０００４】
　データ送信のためのすべての実用的な標準はまた、情報ビットの送信の信頼性を向上す
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るためのチャネル符号化方式を含む。一般的に言えば、このような方式は符号化前のＮ個
の情報ビットを符号化後のＭ個のビットへ変換する。ここで、Ｍ＞Ｎである。様々な符号
化方式の詳細は異なるものの、符号化レートＮ／Ｍおよびその他の符号制約を前提として
、誤りが比較的少ないならば、誤りビットはしばしば訂正されうる。ＬＴＥについて３Ｇ
ＰＰにより仕様が定められるターボ符号技術のような最近のチャネル符号化方式では、デ
コーダは自身に提供されるソフトビット値に固有の信頼性情報を利用する。
【０００５】
　復調ビットのどれが他のものよりも信頼できるかに関する訂正情報がデコーダに与えら
れると、すなわちソフトビット値を通じて、典型的なデコーダの復号性能はすべてのビッ
トが等しく扱われる場合よりも遥かに優れる。いくつか理由で、様々なビットが様々なレ
ベルの信頼性（reliability）、すなわち「信憑性（trustworthiness）」を有しうること
を当業者は理解するだろう。例えば、一部の受信情報シンボルは他のものよりも多くのフ
ェージングにさらされうる。従って、対応する復調ビットはあまり信頼できない。その他
のシンボルは他のものよりも干渉の影響を受けやすいかもしれず、やはり信頼性の低い復
調ビットを結果として生じる。
【０００６】
　ＬＴＥシステムを含む典型的なＯＦＤＭシステムでは、ＯＦＤＭ信号により規定される
時間・周波数グリッド内の所定のシンボルがリファレンス・シンボルとして指定される。
これらのリファレンス・シンボルは、受信機に知られている値を有し、送信機と受信機と
の間の伝播チャネルを特徴付け、受信信号の雑音・干渉分散（noise and interference v
ariance）を推定するためのパイロット信号として受信機により用いられる。これらのチ
ャネル推定値および雑音干渉推定値は情報シンボルの復調に用いられる推定信号対干渉比
（ＳＩＲ）を計算するために用いられる。
【０００７】
　この一般的なアプローチの１つの問題はリファレンス・シンボルが比較的、スパースで
あるということである。一般に、リファレンス・シンボルにより生じる伝播チャネル情報
は一般にＯＦＤＭ信号の時間・周波数グリッド内の近くの情報シンボルが経験する伝播チ
ャネル特性と高い相関を有する。よって、リファレンス・シンボルから取得されるチャネ
ル推定値は隣接シンボルの復調および復号に信頼して用いられうる。しかしながら、干渉
、特に隣接基地局から送信されるＯＦＤＭ信号により引き起こされるセル間干渉に関して
同じことは正しくないかもしれない。
【０００８】
　３ＧＰＰのＬＴＥシステムのようなリユース・ワン・システムでは、サービング・セル
の大部分において隣接基地局からの干渉が移動体端末により認識（hear）されうる。干渉
下りリンク信号が完全には利用されない場合に、干渉ＯＦＤＭシンボルのリソース要素の
一部は空となるが、その他は変調データを含む。よって、所望のＯＦＤＭ信号への干渉は
リソース要素ごとに変わる。干渉電力を推定するために無線受信機により用いられるリフ
ァレンス・シンボルはスパースであるため、リソース要素ごとのこのばらつきは測定され
ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以下により詳細に説明されるように、リファレンス・シンボルの周辺のすべてのリソー
ス要素がリファレンス・シンボルと同じレベルの干渉にさらされるという従来の想定はこ
れらのリソース要素により搬送されるデータ・シンボルの復号において性能の低下を引き
起こす。従って、ＯＦＤＭシステムにおいて隣接ＯＦＤＭ信号からのセル間干渉を推定す
るための改善された技術が必要となる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　受信直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号のリソース要素についてセル間干渉レベルを
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推定するための方法および装置が開示される。３ＧＰＰのＬＴＥシステム内の無線受信機
に特に適用可能であるが、開示される技術はその他のＯＦＤＭベースのシステムにおいて
も適用されうる。
【００１１】
　本発明の様々な実施形態は所望のＯＦＤＭ信号の構造と干渉ＯＦＤＭ信号の構造との間
の関係を特徴付ける事前知識を利用する。複数の実施形態では、受信ＯＦＤＭ信号内の各
リファレンス・シンボルについてのリファレンス・シンボル干渉レベルが測定され、次い
でこの事前知識を用いて他のリソース要素についての個別の推定値に対応付けられる。言
い換えると、近傍内の複数のリソース要素に適用されうるリファレンス・シンボル干渉分
散を取得するために、従来の手段を用いて、受信ＯＦＤＭ信号のリファレンス・シンボル
内の情報だけに基づいて干渉レベルが推定される。次いで、干渉信号特性の事前知識に基
づいて、リファレンス・シンボル干渉分散とユーザデータの各リソース要素における干渉
との間の予測される関係を規定する関数を用いて、ユーザデータを含むリソース要素内の
干渉レベルがリファレンス・シンボル干渉分散から推定されうる。
【００１２】
　無線受信機における例示の方法では、受信ＯＦＤＭ信号内の複数のリファレンス・シン
ボルのそれぞれについてリファレンス・シンボル干渉レベルが測定され、複数の干渉倍率
が受信ＯＦＤＭ信号の複数のリソース要素に対応付けられる。各干渉倍率は対応するリソ
ース要素又はリソース要素のグループが干渉ＯＦＤＭ信号からの干渉にさらされる確率を
反映している。次いで、測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルと前記複数の干渉
倍率との関数として複数のリソース要素のそれぞれについて干渉レベルが推定される。
【００１３】
　一部の実施形態では、リソース要素のついての干渉レベルの推定は、近接して位置する
リソース要素の範囲についてのリファレンス干渉レベルを、この範囲内の２つ以上のリフ
ァレンス・シンボルについて測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルに基づいて計
算することと、この範囲内の各情報搬送リソース要素についての干渉レベルを、該リソー
ス要素についての干渉倍率で前記リファレンス干渉レベルを乗算することによって推定す
ることとを含む。
一部の実施形態では、干渉ＯＦＤＭ信号内のリファレンス・シンボルについて取りうる位
置に対応する受信ＯＦＤＭ信号内の位置にあるリソース要素に第１倍率値を割り当て、残
りのリソース要素に１つ以上の異なる倍率値を割り当てることによって、各リソース要素
についての複数の干渉倍率が決定されうる。
【００１４】
　一部の場合に、干渉倍率の１つ以上は干渉ＯＦＤＭ信号に対応する利用率の関数として
計算されうる。利用率は無線受信機によって直接に推定されてもよいし、サービング基地
局から受信されてもよいし、所与の値として仮定されてもよい。さらに別の実施形態では
、干渉倍率の１つ以上はさらに、受信ＯＦＤＭ信号と干渉ＯＦＤＭ信号との間の時間オフ
セット、干渉ＯＦＤＭ信号に対応するセル識別子、および干渉ＯＦＤＭ信号について推定
された信号強度のうちの１つ以上にさらに基づきうる。
【００１５】
　本発明に従う無線受信機も開示され、無線受信機の一部の実施形態は受信ＯＦＤＭ信号
に関して上述の方法の１つ以上を実行するように構成された１つ以上の処理回路を含む。
当然ながら、本発明は上述の方法、装置、特徴および利点に限定されない。実際には、別
の特徴および利点だけでなく、以下の詳細な説明を読み添付の図面を見ることによって、
本発明の範囲に含まれる開示された方法および装置の変形を当業者は認識するだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ＬＴＥ無線通信ネットワークの一部を説明する図である。
【図２】本発明の一部の実施形態に従う例示の無線受信機の機能要素を説明するブロック
図である。
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【図３】受信ＯＦＤＭ信号のフレームと隣接ＯＦＤＭ信号からの干渉との間の関係を説明
する図である。
【図４】所与の信号環境およびチャネル符号化レートの範囲について先行技術の受信機の
実効信号対干渉比性能に対して本発明の実施形態を比較するグラフである。
【図５】、
【図６】、
【図７】本発明の一部の実施形態に従ってＯＦＤＭシステムにおいてセル間干渉を推定す
る方法を説明する処理フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は本発明の一部の実施形態に従う３ＧＰＰのＬＴＥネットワーク１００の一部の簡
略図を表し、サービングＬＴＥ基地局１２０からＯＦＤＭ信号を受信する移動体端末１１
０を含む。サービング・セルの境界の近くに位置しているため、移動体端末１００はまた
隣接ＬＴＥ基地局１３０により送信される干渉ＯＦＤＭ信号を「認識（hear）」する。隣
接セルからの干渉のレベルは移動体端末の位置に依存するとともに、移動体端末１１０、
サービング基地局１２０、および隣接基地局１３０との間の支配的な無線周波数（ＲＦ）
伝播状況に依存するだろう。移動体端末の位置とＲＦチャネル状況とにやはり依存して、
２つ以上の基地局によりセル間干渉が引き起こされうることを当業者は理解するだろう。
【００１８】
　ＬＴＥ通信システムにおける例示の実施形態を参照しつつ本発明の詳細が総括的に本明
細書で説明される。しかしながら、本明細書に記載される本発明の技術はこのようなシス
テムに限定されず、より一般にセル間干渉レベルがリソース要素に対して推定されなけれ
ばならないＯＦＤＭベースのシステムに適用されうることを当業者は理解するだろう。Ｌ
ＴＥシステムに関連して本明細書で用いられる「リソース要素」という用語はＬＴＥ信号
の時間・周波数グリッドにおける最小の要素、例えば特定のシンボル間隔において特定の
サブキャリアを変調する１つのシンボルを表すことを当業者は理解するだろう。これらの
リソース要素のそれぞれは、ユーザデータ、制御チャネル・データ、またはリファレンス
・シンボルを搬送し、もしくは完全には充填されていないＯＦＤＭ信号において未使用（
unoccupied）でありうる。
【００１９】
　上述のように、ＬＴＥのＯＦＤＭ信号は、下りリンク信号により規定されるリソース要
素の時間・周波数グリッド内の所定の位置にリファレンス・シンボルを含む。これらのリ
ファレンス・シンボルは既知の値を有し、移動体端末内の無線受信機によって下りリンク
伝播チャネルを推定し、受信信号の雑音干渉分散を推定するためのパイロット・シンボル
として用いられる。これらのチャネル推定値および雑音干渉推定値は、例えばユーザデー
タまたは制御チャネル・データを搬送するシンボルを含みうる情報シンボルを変調するた
めに用いられる推定信号対干渉比（ＳＩＲ）を計算するために受信機により用いられる。
【００２０】
　リソース要素単位の雑音・干渉の分散を推定する典型的な手順は２つのメイン・ステッ
プを含む。第１に、受信ＯＦＤＭ信号のリファレンス・シンボル位置における瞬時雑音・
干渉レベル

が、リファレンス・シンボル位置内の対応する実際の受信シンボル・データから、再生成
されたリファレンス・シンボルを減算することによって計算される。

ここで、ｋはＯＦＤＭサブキャリア、すなわちＯＦＤＭシンボル・グリッドの周波数方向
における位置であり、ｌはＯＦＤＭシンボル位置、すなわちＯＦＤＭグリッドの時間方向
における位置を示す。ＫRSはリファレンス・シンボル位置の集合であり、ｙk,lは位置ｋ
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，ｌにおける受信シンボル・データであり、

は（従来の手段を用いて取得される）チャネル推定値であり、ｒk,lは位置ｋ，ｌにおけ
るリファレンス・シンボルについて事前に知られているリファレンス・シンボル値である
。
【００２１】
　次に、ＯＦＤＭシンボル・グリッドにおけるリソース要素のそれぞれについての干渉分
散は測定された瞬時雑音・干渉電力を事前に定義された範囲のリファレンス・シンボル位
置に関して平均することによって推定される。

ここで、

は典型的に位置ｋ，ｌを含む「近傍（neighborhood）」に含まれるように選択されたリフ
ァレンス・シンボル位置の部分集合であり、ｇk,lは

のサイズとチャネル推定値の属性とに依存する利得係数である。干渉分散を推定するため
に用いられるリファレンス・シンボルの集合

はしばしば複数のリソース要素に対して同一であり、ＬＴＥリソース・ブロック全体また
はより大きなものに対して同一でありうる。（ＬＴＥリソース・ブロックは、システムが
拡張サイクリック・プレフィックスで動作しているかに依存して、１２個の連続したサブ
キャリアおよび１２個または１４個の連続したシンボルをカバーするリソース要素のブロ
ックである。）
【００２２】
　上述のように、干渉推定へのこのアプローチの問題は、一部の場合において、リファレ
ンス・シンボル位置自身における干渉を正しく推定するにすぎないということである。リ
ファレンス・シンボルと周囲のリソース要素との間の干渉レベルにおけるいかなるばらつ
きも捕らえられない。従って、従来の干渉推定技術は同一の干渉レベルを所定の近傍内の
すべてのリソース要素に割り当てる。ここで、本明細書で「近傍」という用語は特定のリ
ソース要素を囲む所定サイズのリソース要素の範囲を意味する。これは、ソフトビットの
生成について、干渉の観点から、同一の近傍内の情報搬送シンボルから復調されるソフト
ビットは等しく信頼できるとみなされることを意味する。
【００２３】
　しかしながら、３ＧＰＰのＬＴＥシステムでは、等しい信憑性というこの仮定はしばし
ば妥当ではない。１つ以上の隣接基地局からの干渉はしばしばサービング・セルの大部分
において移動局により認識されうる。隣接基地局からの下りリンク信号がほとんど空であ
る場合であってさえも、リファレンス・シンボルおよび制御チャネル・データがなおも送
信され、所望のＯＦＤＭ信号の一部のリソース要素に強い干渉を生成するが、その他には
ない。例えば、干渉ＯＦＤＭ信号が完全に空であるならば、干渉ＯＦＤＭ信号のリファレ
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ンス・シンボルおよび制御チャネル・シンボルに時間および周波数において一致する所望
のＯＦＤＭ信号のこれらのリソース要素にだけ干渉が現れるだろう。干渉の影響を強く受
けるビットを事実上干渉がないビットと同じ信頼性を有するものとして扱うと、受信機の
デコーダの性能に大幅な影響を与えうる。特に、符号化ビット数が元のビット数よりもわ
ずかにだけ大きい高い符号化レートについて、一部が明らかに干渉の影響を受ける場合に
さえすべてのビットを等しく信頼できると扱うことは非常に悪い性能になりうる。
【００２４】
　本発明の様々な実施形態は所望のＯＦＤＭ信号と干渉ＯＦＤＭ信号の構造との間の関係
の事前（priori）知識を利用することによってこの問題に対処する。受信ＯＦＤＭ信号内
の各リファレンス・シンボルについてのリファレンス・シンボル干渉レベルが測定され、
次いでリファレンス・シンボル干渉レベルがこの事前知識を用いて各情報搬送リソース要
素に対して個別の推定値に対応付けられる。言い換えると、リファレンス・シンボル干渉
分散

を取得するために、従来の手段を用いて受信ＯＦＤＭ信号だけのリファレンス・シンボル
内の情報に基づいて干渉レベルが推定される。このリファレンス・シンボル干渉分散

は、近傍内の複数のリソース要素に適用されうる。次いで、ユーザデータまたは制御チャ
ネル情報を含むリソース要素内の干渉レベルが、

に従ってリファレンス・シンボル干渉分散

から推定されうる。ここで、関数ｆk,l（ｘ）は干渉信号特性の事前知識に基づいてリフ
ァレンス・シンボル干渉分散とリソース要素ｋ，ｌにおける干渉との間の予想される関係
を規定する。
【００２５】
　関数

は一部の実施形態においてリソース・ブロックまたはサブフレーム内の相異なるリソース
要素位置ｋ，ｌに対して変化する単なる利得係数ｃk,lでありうる。

その他の実施形態では、

は、以下により詳細に説明されるように、リソース要素位置、干渉信号の利用率、受信Ｏ
ＦＤＭ信号と干渉信号との間の時間オフセット、および／または干渉信号の信号強度に関
するより複雑な関数でありうる。
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【００２６】
　図２は本発明の１つ以上の実施形態に従うセル間干渉レベルを推定するように構成され
た無線受信機２００の機能要素を説明するブロック図である。図２は図１の移動体端末１
１０に含まれうるもののような受信機回路の簡略図を示すことを当業者は理解するだろう
。本発明を理解するのに不要な詳細は省略される。ほとんどの場合に図２の受信機回路２
００は対応する送信機に結合され、コンシューマ・ハンドセットまたは携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、パーソナルコンピュータに用いられる無線データカード、テレマティックスまた
はテレメトリのアプリケーションに用いられる通信モジュールなどのいずれにも統合され
うることを当業者はさらに理解するだろう。
【００２７】
　いずれの場合でも、無線受信機２００は従来の手段を用いて受信ＯＦＤＭ信号をダウン
コンバートし、それをデジタル形式に変換する無線フロントエンド回路２１０を含む。よ
って、無線フロントエンド回路２１０は典型的に不要な周波数を除去し、同じく配置され
た無線送信機により生成される信号から残りの受信機回路を隔離するための無線周波数フ
ィルタ、低雑音増幅器、受信無線周波数信号をベースバンド周波数へダウンコンバートす
るためのミキサ回路、およびミキサを駆動するための局所発振器回路を含む。無線フロン
トエンド回路２１０はまた、アナログベースバンド信号をデジタル形式へ変化するための
アナログ・デジタル変換器（ＡＤＣ）だけでなく、受信機回路を受信信号へ同期してサイ
クリック・プレフィックスを除去するための回路を含む。最後に、無線フロントエンド回
路２１０は、典型的に数百の直交サブキャリアを含みうるＯＦＤＭ信号を、それぞれがＯ
ＦＤＭ信号のリソース単位に対応する複素数の情報シンボルへ変換するための、典型的に
は高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実装する離散フーリエ変換プロセッサを含む。ＯＦＤＭ
受信機フロントエンドのこれらの詳細および他の詳細は当業者によく知られている。本明
細書で提供される簡単な説明は以下に詳細に説明される干渉推定技術についての文脈を提
供するためだけに提示される。
【００２８】
　無線受信機２００はまた、変調部２２０およびデコーダ２３０を含む。一般的に言うと
、変調部２２０は無線フロントエンドにより出力された複素数の情報シンボルを複数のビ
ットに対応付ける。一部の実施形態では、変調部２２０は送信チャネルにより引き起こさ
れる振幅および位相のばらつきに対して複素値の情報シンボルを補償するためにチャネル
推定部２４０により提供される伝播チャネルの推定値を用い、採用される変調方式に依存
して、補償された情報シンボルを（ＬＴＥシステムについては）２つ、４つまたは６つの
ソフトビット値に「逆対応付け」する。変調部２２０はまた、干渉推定部２５０により提
供される雑音および干渉のリソース要素固有の推定値とともに、チャネル推定部２４０に
より提供されるチャネル推定値を用いて、各リソース要素または近接して配置されたリソ
ース要素のグループについて信号対干渉比（ＳＩＲ）を推定する。この推定ＳＩＲは次い
で、ソフトビットのそれぞれについての信頼性メトリックを確立するために用いられうる
。上述のように、この信頼性メトリックはビット対数尤度比（ＬＬＲ）を有しうる。変調
シンボルに対する推定ＳＩＲまたは干渉電力推定値に基づいてビット固有の信頼性メトリ
ックを決定するための様々な方法は当業者に知られている。これら方法は例えばシンボル
固有のＬＬＲを決定するステップとシンボル固有のＬＬＲをビット固有のＬＬＲへ変換す
るステップとを含む。しかしながら、これらの方法の詳細は本発明の理解に重要ではない
。
【００２９】
　どのように決定されようとも、関連する信頼性メトリックを含むソフトビット値がデコ
ーダ２３０へ供給される。デコーダ２３０は周知の技術を用いて下りリンク送信機により
実行されたチャネル符号化の逆を行う。ＬＴＥについての３ＧＰＰの仕様は現在のところ
１／３の符号レートを用いた下りリンクについてのターボ符号を使用することを定める。
しかしながら、その他の符号化方式および／または符号化レートを取りうる。
【００３０】



(11) JP 5386587 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

　当業者に周知であるように、デコーダへ供給されるソフトビットのそれぞれについての
正確な信頼性情報がデコーダに提供される場合にチャネル・デコーダの性能は向上する。
信頼性情報の精度は変調器により用いられるチャネル推定値の精度だけでなく干渉推定値
の精度により決定される。受信ＯＦＤＭ信号内に提供されるリファレンス・シンボルは、
従来技術を用いてＯＦＤＭ信号の時間・周波数グリッド上のリファレンス・シンボルの近
くにあるリソース要素について概して正確なチャネル推定値を生成するためにチャネル推
定部２４０により用いられうる。
【００３１】
　一方、リファレンス・シンボルについて干渉が正確に測定されたとしても、この測定さ
れた干渉は、干渉シンボルの構造および利用に依存して、近くのリソース要素における干
渉の正確な推定値を提供するかもしれないし、提供しないかもしれない。従って、本発明
の複数の実施形態に従って、干渉推定部２５０は、従来の方式で取得される測定されたリ
ファレンス・シンボル干渉レベルと、干渉信号の構造、タイミング、利用、および／また
は信号レベルに関する事前情報に従ってリファレンス・シンボル干渉をその他のリソース
要素に関連付ける干渉倍率との関数として受信ＯＦＤＭ信号のリソース要素についての干
渉レベルを推定するように構成される。このアプローチを用いて、所与の近傍からのソフ
トビットに同一の信頼性メトリックが自動的に割り当てられることはない。以下に説明さ
れるように、結果としてデコーダの性能が向上する。
【００３２】
　一般的に言うと、干渉推定部２５０はまず近接して配置されたリソース要素の範囲につ
いてのリファレンス干渉レベルを、この範囲内の１つ以上のリファレンス・シンボルにつ
いて測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルに基づいて決定する。このような処理
の１つは式（２）に関連して上述され、単一リソース・ブロックの全部または一部、２つ
以上の連続するリソース・ブロックの一部、または複数のリソース・ブロック全体を有し
うる「近傍」内の複数のリソース要素に適用可能なリファレンス・シンボル干渉レベル

を結果として生じる。従って、ＯＦＤＭ信号の時間・周波数グリッド全体をカバーするた
めに、それぞれが特定の近傍に適用可能である複数のリファレンス・シンボル干渉レベル
値が計算されうる。
【００３３】
　干渉推定部２５０は次いで、式（３）に関連して上述されたようにマッピング関数

を用いて、所与のリソース要素についてのリファレンス干渉レベル

を要素固有の干渉レベルに「対応付ける」。本発明の一部の実施形態では、以下により詳
細に説明されるように、マッピング関数は単に、上記の式（４）に示されたようにリソー
ス要素固有の干渉レベル推定値を取得するために対応するリファレンス干渉レベルで乗算
される倍率値（scaling value）の配列を有しうる。この倍率値は干渉信号構造の事前知
識に基づいて、例えば再構築された情報シンボルと受信シンボル・データとを比較するこ
とによって取得された過去の要素固有の干渉推定値に基づいてリソース要素に対応付けら
れうる。その他の実施形態では、マッピング関数の要素は、干渉信号の利用、受信ＯＦＤ
Ｍ信号と干渉信号との間の時間オフセット、干渉信号の信号強度、および同様のもののう
ちの１つ以上を考慮に入れる関数を用いて計算されうる。
【００３４】
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　上記で示唆したように、マッピング関数

の要素は複数の相異なる方法で決定されうる。「測定支援の干渉アプローチ」と名づけて
もよい１つのアプローチは干渉信号の構造および／またはその他の特性に関する事前情報
を利用する。

と

との間の関係は、特に隣接ＯＦＤＭ信号が軽い負荷の場合、すなわち隣接セルが完全には
利用されていない場合に、隣接ＯＦＤＭ信号からの干渉にさらされる確率がその他のもの
よりも高い一部のリソース要素を観察することによって推定されうることを当業者は理解
するだろう。よって、例えば、隣接セルのパイロット・シンボルについて取りうる位置に
対応する受信ＯＦＤＭ信号の情報搬送リソース要素は隣接信号の空のリソース要素に対応
するリソース要素よりも干渉を受ける可能性が高い。同様に、一部のリソース要素は隣接
セルの制御チャネル、ブロードキャスト・チャネル、または同期チャネルのせいで、その
他のものよりも干渉を受ける可能性が高い。
【００３５】
　隣接ＯＦＤＭ信号からの干渉へのこの変動する感受性が図３で説明され、この図は第１
スロット３０５と第２スロット３０６とを有する受信ＯＦＤＭ信号の１つのサブフレーム
３００を説明する。各スロットは図示されるサブフレーム内に７つのＯＦＤＭシンボルを
含む。（例外的に長いチャネル遅延スプレッドを克服するために）拡張サイクリック・プ
レフィックスを利用するＯＦＤＭ信号はこの代わりにスロットごとに６つのＯＦＤＭシン
ボルを有しうることに当業者は気づくだろう。瞬時リファレンス・シンボル干渉レベルを
測定するために用いられうる自セルリファレンス・シンボル３１０はサブフレーム３００
にわたって点在し、第１スロット３０５と第２スロット３０６との１番目のＯＦＤＭシン
ボルと５番目のＯＦＤＭシンボルのそれぞれに２つが現れる。
【００３６】
　ＬＴＥシステムでは、送信されるユーザデータが存在するか否かに関わらず、制御チャ
ネル・シンボルとリファレンス・シンボルはすべてのサブフレームで送信される。制御チ
ャネル、リファレンス・シンボルまたはユーザデータに割り当てられないリソース要素は
空であり、よって信号エネルギーを含まない。結果として、干渉ＬＴＥ信号が軽度に利用
されるならば、所望の信号への干渉はリソース要素ごとに劇的に変わりうる。
【００３７】
　従って、１つのリファレンス・シンボル３１０で測定された干渉は干渉信号の使用中の
リソース要素からの干渉を反映するかもしれないが、一方で第２リファレンス・シンボル
３１０が干渉信号の未使用のリソース要素に一致するならば第２リファレンス・シンボル
において測定された干渉は反映しないかもしれない。信号が同期していると仮定すると、
サブフレーム３００の最初のＯＦＤＭシンボル内のリファレンス・シンボル３１０が干渉
信号についての制御チャネル・シンボルに確かに一致することを観察することによって、
このことが図３から見て取れる。しかしながら、残りのリファレンス・シンボル３１０は
干渉シンボル内の使用中のリソース要素に一致するかもしれないし、しないかもしれない
。なぜなら、サブキャリア周波数によるリファレンス・シンボルの配置は１つのＬＴＥ信
号から次のものへと変わりうるからである。よって、サブフレーム３００の５番目、８番
目、および１２番目のＯＦＤＭシンボルに現れる複数のリソース要素３３０は恐らくは隣
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接セルにより送信されたリファレンス・シンボルに対して位置する（が確かではない）。
隣接セルのリファレンス・シンボルに対応しないリソース要素３３０はそれにもかかわら
ず、ユーザデータを搬送する干渉信号のリソース要素に対応するかもしれないが、リソー
ス要素３３０のそれぞれが隣接信号からの干渉にさらされる確率は一般に１よりも小さい
。
【００３８】
　サブフレーム３００内の残りのリソース要素は、隣接セルの瞬時の利用に依存して、セ
ル間干渉にさらされるかもしれないし、さらされないかもしれない。一般的に言えば、こ
れらのリソース要素の１つが隣接信号において使用される尤度は１よりも小さく、隣接セ
ルが所与のサブフレームにおいて完全に利用されないならば０でありうる。
【００３９】
　図３を参照して、隣接制御チャネルからの干渉にさらされるサブフレームの最初のＯＦ
ＤＭシンボル内のリファレンス・シンボル３１０について測定された干渉レベルは、隣接
信号内の未使用のリソース要素に対応するリソース要素に完全に適用できないかもしれな
いことが明らかである。よって、測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルが所与の
近傍内のすべてのリソース要素に等しく適用されるならば、その結果としてデコーダに供
給される信頼性メトリックは、様々なソフトビット間の相対的な信頼性に関してほとんど
実際の情報を提供しないだろう。この結果、受信機性能は乏しくなりうる。
【００４０】
　これは図４から見て取れ、この図は単純な干渉シナリオへの２つのアプローチについて
の実効（effective）信号対干渉比（ＳＩＲ）をプロットする。３ＧＰＰのＬＴＥシステ
ムが想定され、このシステムでは受信機は隣接セルからの干渉ＯＦＤＭ信号がほとんど空
であるセル内にある。すべてのセルは時間について同期されている。単純のために、干渉
信号がとても強く、干渉信号内の使用中のリソース要素に対応する受信ＯＦＤＭ信号の任
意のリソース要素におけるＳＩＲは０ｄＢであると仮定する。干渉信号の空のリソースに
対応するリソース要素は１５ｄＢのＳＩＲを有すると仮定する。さらに、（図３のように
）時間について最初の２つＯＦＤＭシンボルが制御チャネルに用いられ、それ故、データ
に占有される受信ＯＦＤＭ信号のリソース要素が１３８個存在する（１２サブキャリア×
１２ＯＦＤＭシンボル－６リファレンス・シンボル）と仮定する。これらのうち、図３に
示されるように、３０個のリソース要素は他のセルからのリファレンス・シンボル干渉に
より強く影響を受ける可能性が高い。
【００４１】
　ＮをＭ個の符号化ビットごとの入力ビット数として、符号化レートがｒ＝Ｎ／Ｍとして
定義されると、チャネル符号化の効率は復号後の実効ＳＩＲの観点で近似されうる。
　　ＳＩＲEFF＝ＳＩＲ／ｒ　　（５）
【００４２】
　上述の例示のシナリオを前提として、符号化レートの範囲に対比して、実効ＳＩＲは２
つの処理アプローチについて計算されうる。第１アプローチでは、１３８個のリソース要
素すべてが等しく扱われる。すなわち、ユーザデータの各リソース要素が同一の干渉レベ
ルにさらされると仮定する。このシナリオについての実効ＳＩＲは以下の式に従って計算
されうる。

ここで、ＳＩＲEMPTY＝１５ｄＢは干渉信号内の空のリソース要素に対応するリソース要
素についてのＳＩＲであり、ＳＩＲINT＝０ｄＢは干渉信号の干渉リソース要素に対応す
るリソース要素についてのＳＩＲであり、ＲＥTOTAL＝１３８はユーザデータ要素の総数
であり、ＲＥINT＝３０は隣接セルからの干渉にさらされるユーザデータのリソース要素
の個数である。
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　図４の下側の曲線から見て取れるように、平均実効ＳＩＲはほとんどの符号化レートに
ついて１５ｄＢより少ないだろう。なぜなら、一部のリソース要素における干渉は実際に
その他と比べて非常に大きいからである。このアプローチは、リファレンス・シンボル干
渉レベルが隣接リソース要素干渉を直接に推定するために用いられる従来技術に対応する
。
【００４４】
　本発明の単純な実施形態に対応する第２アプローチでは、起こりそうな干渉に対応する
３０個のユーザデータ・リソース要素は純粋な（pure）雑音として扱われ、単に脱落され
、１０８個のユーザデータのリソース要素だけが残る。多くの受信ビット数が捨てられる
ため、これにより実効符号化レートが変わるだろう。この「破棄」シナリオについての実
効符号化レートは以下の式に従って計算されうる。

ここで、ｒは公称チャネル符号化レートであり、ｒEFFは実効符号化レートである。この
例では、ＲＥTORAL＝１３８、ＲＥINT＝３０であり、よって
　　ｒEFF≒１．２８ｒ　　　（８）
である。干渉にさらされる３０個のリソース要素が単に破棄されるなら、実効ＳＩＲは単
に以下のように示されうる。
　　ＳＩＲeffective＝ＳＩＲEMPTY／ｒEFF　　　（９）
【００４５】
　図４の上側の曲線は第２アプローチについての符号化レートに対する実効ＳＩＲを示し
、この曲線では、干渉にさらされる３０個のリソース要素が単に破棄される。見て取れる
ように、相対利得はこの単純な実施形態について相当な量（約７．８ｄＢ）である。特に
、本発明の様々な実施形態で可能となるようなより洗練された干渉推定アプローチが採用
されるなら、あまり極端でない信号状況において大幅な性能向上が可能であることを当業
者は理解するだろう。
【００４６】
　前述の例は多くの仮定に基づいたが、所望のＯＦＤＭ信号と１つ以上の干渉信号との間
の関係を間接的に推定するために複数の情報要素が用いられうる。これらの情報要素は、
所望の信号と隣接セルからの干渉信号との間の時間オフセットを推定するために用いられ
うる、所望の信号に対する隣接セルの時間割り当て、隣接セルの信号強度、および干渉信
号内の所与の情報搬送リソース要素が使用される確率を決定するために用いられうる隣接
セルの利用率を含みうるがこれらに限定されない。これらの情報要素のいずれもがサービ
ング基地局からのシグナリングを介して無線受信機において取得されうることを当業者は
理解するだろう。一部の場合に、これらの情報要素のうちの１つ以上が無線受信機によっ
て直接に測定または推定されうる。
【００４７】
　これらの情報要素の１つ以上が与えられると、または干渉信号が対象の信号と概ね同期
しているという仮定が与えられると、受信ＯＦＤＭ信号の各個別のリソース要素について
干渉の確率が推定されうる。よって、図５はこれらの推定された確率に基づいてリソース
要素干渉レベルを推定する例示の方法を説明する。
【００４８】
　ブロック５１０で、上述の従来技術を用いて１つ以上のリファレンス・シンボルにおい
て瞬時干渉レベルが測定される。ブロック５２０で、受信ＯＦＤＭ信号の複数のリソース
要素のそれぞれまたはリソース要素のグループに干渉倍率が対応付けられる。（上述のよ
うにマッピング関数
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の要素としてみることができうる）これらの干渉倍率は、対応するリソース要素またはリ
ソース要素のグループが１つ以上の干渉ＯＦＤＭ信号からの干渉にさらされる確率を反映
する。これらの確率は利用可能な如何なる事前情報に基づいて導出されてもよい。例えば
、干渉信号が所望の信号に時間合わせされること、および干渉信号の負荷が軽いことが知
られている（または仮定される）ならば、５番目、８番目、および１２番目のＯＦＤＭ信
号内のリソース要素が干渉にさらされる確率は、その他の位置のリソース要素に対する確
率よりも高い。隣接セルについてのセルＩＤが知られているならば、隣接リファレンス・
シンボルからの干渉の確率はさらにより正確に規定されうる。利用可能ならば、ありそう
な干渉源を所望のＯＦＤＭ信号のリソース要素に適切に合わせることによって、時間オフ
セット情報が干渉倍率を改良するために用いられてもよい。
【００４９】
　ブロック５３０に示されるように、リソース要素のそれぞれについての干渉レベルが、
測定されたリファレンス・シンボル干渉レベルおよび干渉倍率の関数として推定される。
一部の実施形態では、近傍についてのリファレンス干渉レベルを決定するために、上述の
ように式（２）に関連して、２つ以上のリファレンス・シンボルについての瞬時干渉レベ
ルが組合されうる（例えば、平均されうる）。この近傍は１つ以上のリソース・ブロック
のすべてまたは一部からなりうる。これらの実施形態では、このリファレンス干渉レベル
は、要素固有の干渉レベルの推定値を取得するために、上記で決定されたリソース要素固
有の干渉倍率により乗算（scale）される。これらの要素固有の干渉レベルの推定値は、
シンボルレベルまたはビットレベルのＳＩＲを推定するため、および／または使用するデ
ータの復号に用いられる信頼性メトリックを決定するために用いられうる。
【００５０】
　一部の実施形態では、リソース要素は上述の事前情報の何れかに基づいて２つ以上の別
個のカテゴリに分割されてもよく、これらのカテゴリに従って干渉倍率が割り当てられて
もよい。数学的記法を用いて、隣接セルにより分散される可能性が高いリソース要素位置
ｋ，ｌの集合はｋneighborと表されうる。式（４）で定義された関数

が選択されてもよく、利得係数ｃk,lが以下の式に従って設定される。

利得ｃdata、ｃneighborは、隣接セルが多く利用されると受信機が判定するか少なく利用
すると受信機が判定するかに依存して異なって選択されうる。
【００５１】
　例えば、すべてのセルが時間において同期し、隣接セルがほとんど空であるようである
ならば、干渉にさらされる可能性が高いリソース要素の集合Ｋneighborが（例えば図３に
図示した可能性が高い隣接リファレンス・シンボル位置３３０を用いて）決定され、ｃne

ighbor＝１且つｃdata＜１となるようにｃneighborとｃdataとが選択される。ｃdataの正
確な値は、１つが知られているか推定可能ならば、隣接セルの利用率の関数として設定さ
れうる。
【００５２】
　この汎用アプローチに従う例示の方法が図６に示される。ブロック６１０で、隣接（干
渉）信号内のリファレンス・シンボルについて可能性が高い位置が決定される。一部の場
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合に、隣接信号についてのサブキャリアへのリファレンス・シンボルの対応付けは未知で
ありうるため、これらの可能性が高い位置は個別のＯＦＤＭ信号へのみ狭められうる。そ
の他の状況では、隣接シンボルのセルＩＤは既知でありうるため、隣接セルのリファレン
ス・シンボル位置がより正確に知られうる。どちらの場合も、所望のＯＦＤＭ信号内のど
のリソース要素が干渉を受けやすいかの判定をさらに改良するために、利用可能ならば時
間オフセット情報が用いられうる。図６には示さないものの、隣接セルからの制御チャネ
ル・シンボルおよび同期シンボルに関して同様の手順が用いられうる。ブロック６２０で
、隣接リファレンス・シンボル（および場合によっては同期シンボルおよび／または制御
チャネル・シンボル）について可能性が高い位置に対応する所望のＯＦＤＭ信号の情報搬
送リソース要素のそれぞれに第１倍率が割り当てられる。
【００５３】
　ブロック６３０で、既知であるか、推定されたか、または仮定された隣接セルについて
の利用率に基づいて、その他の情報搬送リソース要素についての第２倍率が計算される。
一部の実施形態では、第２倍率は、既知であるならば隣接信号の信号強度に基づいてさら
に計算されうる。ブロック６４０で、第２倍率が所望の信号の他の情報搬送リソース要素
へ割り当てられる。倍率は、情報シンボルの復号に用いられるリソース要素固有の干渉レ
ベルを推定するために上述の方法において用いられうる。
【００５４】
　図６に説明される方法は、リソース要素の３つ以上のカテゴリを含むように拡張されう
ることを当業者は理解するだろう。ここで、各カテゴリは隣接信号からの干渉の相異なる
尤度に対応する。一部の実施形態では、カテゴリの個数は、利用可能な隣接信号に関する
事前情報に依存しうる。よって、例えば、所望のＯＦＤＭ信号が２つのみを用いているが
、隣接セルが制御チャネル情報についての各サブフレーム内に３つのＯＦＤＭシンボルを
用いていることが既知であるならば、シンボルの第３カテゴリは、干渉信号内の制御チャ
ネル・シンボルについて取りうる位置に対応する受信ＯＦＤＭ信号にこれらの情報要素を
含みうる。
【００５５】
　上述の方法は総括的に、利用率のような、干渉信号または干渉信号群に関する事前情報
の既知のまたは仮定された個別要素に基づいて個別リソース要素についての干渉の確率が
推定されるアプローチを中心に説明してきた。本発明のその他の実施形態では、その代わ
りに、リソース要素固有の干渉倍率は、受信に成功したデータから再構築されたシンボル
を受信シンボル・データと比較することに基づいて推定されうる。このアプローチでは、
それ故、瞬時干渉電力が情報搬送リソース要素について直接に測定される。適切なフィル
タリングおよび／または平均化を用いて、受信信号の時間・周波数グリッド内の同一また
は近い位置における将来のリソース要素についての干渉の尤度を間接的に決定するために
これらの瞬時干渉電力推定値が用いられうる。
【００５６】
　このようなアプローチを説明する処理フロー図が図７に図示される。ブロック７１０で
、受信に成功して復号されたデータが当初に送信されたユーザシンボルを再構築するため
に用いられる。再構築されたシンボルへ適切なチャネル推定値を用いてチャネルの影響が
適用され、それ故サービング基地局から送信されたシンボルに対応する受信信号の成分

を推定する。次いで、各リソース要素についての瞬時干渉電力推定値

が以下のように計算されうる。
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ここで、ｙk,lは再構築されたシンボル

に対応する実際に受信されたサンプル・シンボルデータである。当然ながら、これらの瞬
時電力推定値は対応するリソース要素についてのデータが正しく復号されていた場合にの
み利用可能であることを当業者は理解するだろう。
【００５７】
　適切な平均化を通じて、情報搬送リソース要素の干渉推定値へのリファレンス・シンボ
ル・ベースの干渉測定値に関連付ける関数

を推定するために、これらの瞬時干渉電力推定値が用いられうる。例えば、干渉のバース
ト性に対処するために、複数のＯＦＤＭフレームのような比較的長い時間にわたって瞬時
干渉電力推定値が平均化されうる。測定されたリソース要素干渉のこの平均化がブロック
７２０に示され、現在のリソース要素の干渉推定値

が生じる。
【００５８】
　対象のリソース要素の近傍内の１つ以上のリファレンス・シンボルから決定されたリフ
ァレンス干渉レベルで現在のリソース要素の干渉推定値を除算することによって、すなわ
ち

によって、相対干渉比レベルが計算されうる。次いで、式（４）のように

が定義されるならば、ブロック７４０に示されるように各リソース要素についての干渉倍
率が推定されうる。一部の実施形態では、干渉に対して同様の影響を受けると考えられる
リソース要素のグループについての複数の相対干渉比レベルを平均化することによって、
干渉倍率が計算されうる。

ここで、集合

は同様の特性を有すると仮定されたリソース要素についての位置の集合である。例えば、
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この集合は、同一のサブフレーム内の隣接リソース要素もしくは隣接または近接するリソ
ース・ブロック内の同一の位置におけるリソース要素を含みうる。
【００５９】
　上述の方法の何れかおよびその変形が図２に図示されるＯＦＤＭ受信機のような無線受
信機で実施されうることを当業者は理解するだろう。このような無線受信機はＬＴＥシス
テムについての３ＧＰＰ標準および／または１つ以上の追加の無線通信システムに従うよ
うに構成されうる。従って、本発明の複数の実施形態は受信ＯＦＤＭ信号の複数のリソー
ス要素のそれぞれまたはリソース要素のグループについての干渉倍率を決定するように構
成された１つ以上の処理回路を含む無線受信機を有し、各干渉倍率は対応するリソース要
素またはリソース要素のグループが干渉ＯＦＤＭ信号からの干渉を含む確率を反映する。
これらの実施形態はさらに、受信ＯＦＤＭ信号内の複数のリファレンス・シンボルのそれ
ぞれについてリファレンス・シンボルの干渉レベルを測定し、推定されたリファレンス・
シンボルの干渉レベルと干渉倍率との関数としてリソース要素のうちの１つ以上について
推定干渉レベルを計算するように構成される。
【００６０】
　変調部２２０、デコーダ２３０、チャネル推定部２４０、および干渉推定部２５０のよ
うな本明細書で説明された様々な機能要素のいくつかは、ハードウェア、ソフトウェア、
またはこれらの任意の組み合わせを有する処理回路で実施されうることを当業者はさらに
理解するだろう。一部の実施形態では、これらの処理回路は、本明細書で説明された方法
および技術のうちの１つ以上を実行するために適切なソフトウェアおよび／またはファー
ムウェアとともに構成された（ＤＳＰ型プロセッサを含むような）少なくとも１つの特殊
用途または汎用マイクロプロセッサ回路を含みうる。このような実施形態では、変調部２
２０、デコーダ２３０、チャネル推定部２４０、または干渉推定部２５０の上述の機能は
例えば、無線受信機または移動体端末のメモリ／記憶装置に、説明された処理フローまた
はその変形のうちの１つ以上の全部または一部に対応するプログラム命令を有するコンピ
ュータプログラムを提供することによって構成されうる。本明細書で説明された様々な機
能および／または本明細書で主張された様々な方法要素は一部の実施形態では２つ以上の
処理部に分割されうることを当業者はさらに理解するだろう。
【００６１】
　従って、幅広く、本開示の教唆は受信ＯＦＤＭ信号のリソース要素についてセル間干渉
レベルを推定するための技術および対応する装置を提供する。本明細書で説明された方法
及び装置の変形を念頭において、本発明が上述の説明に限定されず、添付の図面にも限定
されないことを当業者は理解するだろう。そうではなく、本発明は以下の特許請求の範囲
にのみ制限される。
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